
横
芝
光
町
農
・
工
・
商
業
者

向
け
物
価
高
騰
対
策
応
援
金

を
支
給
し
ま
す

　

世
界
的
な
物
価
高
騰
に
よ
り
、

事
業
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い

る
町
内
の
農
・
工
・
商
業
者
に
対

し
、
事
業
継
続
へ
の
影
響
を
緩
和

す
る
た
め
、
応
援
金
を
支
給
し
ま

す
。

対　
　

象

　

次
の
要
件
を
満
た
す
事
業
者

法
人

• 

令
和
４
年
３
月
31
日
か
ら
申
請

時
ま
で
の
間
、
町
内
に
事
務
所

等
が
あ
る
こ
と

• 

法
人
町
民
税
課
税
対
象
者
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
均
等
割
非

課
税
ま
た
は
免
除
さ
れ
た
法
人

を
除
く

個
人
事
業
者

• 

令
和
４
年
３
月
31
日
か
ら
申
請

時
ま
で
の
間
、
町
内
に
事
務
所

等
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
は
、
同

期
間
に
町
内
に
住
所
が
あ
っ
て

町
外
に
事
務
所
等
を
有
す
る
こ

と
• 

電
力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格

高
騰
緊
急
支
援
給
付
金
の
対
象

世
帯
に
属
す
る
者
で
な
い
こ
と

法
人
、
個
人
事
業
者
共
通

• 

令
和
３
年
以
前
か
ら
事
業
収
入

を
得
て
い
る
こ
と

• 

今
後
も
事
業
を
継
続
す
る
意
思

が
あ
る
こ
と

• 

令
和
３
年
度
分
ま
で
の
町
税
を

滞
納
し
て
い
な
い
こ
と

• 

暴
力
団
員
等
で
な
い
こ
と
、
ま

た
は
暴
力
団
員
等
と
密
接
な
関

係
を
有
し
て
い
な
い
こ
と

支
給
額

法
人　

５
万
円

個
人
事
業
者　

３
万
円

（
※
１
事
業
者
に
つ
き
１
度
限
り
）

必
要
書
類

① 

農
・
工
・
商
業
者
向
け
物
価
高

騰
対
策
応
援
金
交
付
申
請
書

（
実
績
報
告
書
）兼
請
求
書

② 

法
人
は
、
直
近
の
法
人
町
民
税

申
告
書
の
写
し

③ 

個
人
事
業
者
は
、
令
和
３
年
分

の
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
写

し
④ 

令
和
３
年
度
分
ま
で
の
町
税
の

納
税
が
確
認
で
き
る
書
類

⑤ 

個
人
事
業
者
は
、
運
転
免
許
証
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
等
の
本

人
確
認
が
で
き
る
書
類

⑥ 

個
人
事
業
者
は
、
令
和
４
年
度

住
民
税
課
税
証
明
書
等
の
電

力
・
ガ
ス
・
食
料
品
等
価
格
高

騰
緊
急
支
援
給
付
金
の
対
象
世

帯
に
属
す
る
者
で
な
い
こ
と
が

確
認
で
き
る
書
類

⑦ 

振
込
先
口
座
の
通
帳
の
写
し

※ 

②
、
④
〜
⑥
に
つ
い
て
は
、
申

請
者
の
同
意
が
あ
り
、
町
が
所

有
す
る
公
簿
等
で
確
認
で
き
る

と
き
は
書
類
の
添
付
を
省
略
で

き
ま
す
。

申
請
期
限

　

令
和
５
年
１
月
31
日（
火
）

そ
の
他

　

詳
し
く
は
、
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
産
業
課
経
済
班

☎（
84
）１
２
１
５

肥
料
価
格
高
騰
対
策
と
し
て

肥
料
費
を
支
援
し
ま
す

　

化
学
肥
料
の
低
減
に
向
け
て
取

り
組
む
農
業
者
へ
肥
料
費
を
支
援

し
ま
す
。

　

本
年「
秋
肥
」と
来
年「
春
肥
」と

し
て
使
用
す
る
肥
料
費
に
つ
い
て
、

肥
料
コ
ス
ト
上
昇
分
の
一
部
を
支

援
し
ま
す
。

対　
　

象

　

化
学
肥
料
低
減
に
取
り
組
む
農

業
者

必
要
書
類

①
化
学
肥
料
低
減
計
画
書　

② 

領
収
書
ま
た
は
請
求
書
な
ど
購

入
日
や
種
類
、
数
量
、
購
入
費

が
わ
か
る
書
類

申
請
期
限

• 

本
年「
秋
肥
」と
来
年「
春
肥
」と

し
て
使
用
す
る
肥
料
費
ご
と
に

期
限
が
異
な
り
ま
す
。

• 

ま
た
、
申
請
窓
口
ご
と
に
期
限

が
異
な
り
ま
す
の
で
、
肥
料
購

入
店
へ
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

そ
の
他

　

詳
し
く
は
、
千
葉
県
農
業
再
生

協
議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

問
千
葉
県
安
全
農
業
推
進
課

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
８
８
８

千
葉
県
生
産
振
興
課 

☎
０
４
３（
２
２
３
）２
８
８
２

都
市
計
画
用
途
地
域
の
変
更

案
を
縦
覧
し
ま
す

　

横
芝
光
町
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー

プ
ラ
ン
等
の
考
え
方
に
基
づ
い
た

都
市
計
画
の
案
が
ま
と
ま
り
ま
し

た
の
で
、
縦
覧
し
ま
す
。

縦
覧
期
間

　

12
月
２
日（
金
）〜
16
日（
金
）

縦
覧
場
所

　

都
市
建
設
課
管
理
計
画
班

意
見
書
の
提
出

　

本
案
に
つ
い
て
ご
意
見
の
あ
る

方
は
、
縦
覧
期
間
中
に
ご
意
見
と

住
所
、
氏
名
等
を
記
載
し
た
意
見

書
を
都
市
建
設
課
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
意
見
書
の
様
式
は
、
縦

覧
場
所
で
配
布
し
て
い
ま
す
。

　

な
お
、
意
見
書
を
提
出
で
き
る

方
は
、町
内
に
住
所
の
あ
る
方（
法

人
を
含
む
）と
本
案
件
に
利
害
関

係
の
あ
る
方
で
す
。
詳
し
く
は
、

町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
都
市
建
設
課
管
理
計
画
班

☎（
84
）１
２
１
７

2022.12.15


